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１１..定住自立圏構想について定住自立圏構想について
（意義）

定住自立圏構想とは、地域からの人口流出を防ぐため、広域的な圏域の
中で中核をなす市と近隣市町村が協定を結び、相互に役割分担し連携・協
力することにより、圏域全体として必要な生活機能等を確保し、地方圏に
おける定住の受け皿を形成するもの。

①定住定住自立圏自立圏
・平成２１年に国（総務省）が創設した制度（法律ではなく、柔軟な運用が
可能となる「要綱」に基づく制度）

・中心市と近隣市町村が自らの意思で、圏域を決定することができ、生活実
態や将来像を勘案し、協定を締結できる。
※平成29年4月1日現在全国で130市が中心市宣言を行い118の圏域で定住自立
圏が形成されている。（うち113市が定住自立圏共生ビジョンを策定）

②中心市（宇和島市中心市（宇和島市））
行政機能・民間機能を問わず、生活に必要な都市機能について、既に一定の
集積があり、自らの住民のみならず近隣市町村の住民もその機能を活用して
いるような都市。

③近隣市町村近隣市町村（松野町・鬼北町・愛南町）（松野町・鬼北町・愛南町）
中心市と近接し、経済、社会、文化又は住民生活等において密接な関係
を有する市町村。



２２..定住自立圏のイメージ定住自立圏のイメージ



３３..定住自立圏形成の手順定住自立圏形成の手順

・定住自立圏形成に中心的な役割を担う意思を表明
（平成28年6月28日宇和島市が「中心市宣言」を表明）

・定住自立圏形成は「議会事項」とする内容の条例を制定
（全ての市町）

・「定住自立圏形成協定の締結について」を議決
（全ての市町）

・中心市と連携する意思を有する連携自治体と間で「１対１」の

定住自立圏形成協定を締結
（平成２９年３月３０日に協定締結）

・協定内容に基づき、具体的な事業計画を策定
・各分野の専門家を中心に「共生ﾋﾞｼﾞｮﾝ懇親会」を設立
（策定目標平成２９年１２月中旬）

・国、県へ共生ﾋﾞｼﾞｮﾝを提出
・共生ﾋﾞｼﾞｮﾝに記載されている事業に対し、国が財政支援措
置を講ずる（特別交付税等）
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４４..中心市について中心市について



５５..定住自立圏形成協定について定住自立圏形成協定について



６６..協定で規定する取組協定で規定する取組
定住自立圏全体の活性化を通じて人口の定住を図るという観点から、様々な政策

分野において具体的に連携を図っていくことを、協定に規定する。

その上で、特に連携する具体的事項については、地域の実情に応じて柔軟に定め

うるが、「集約とネットワーク」の考え方を基本として人口定住を図るために必要

な生活機能を確保するという観点から、定住自立圏構想の４つの視点ごとに、各地

域の具体的な取組を１つ以上規定する。

生活機能の強化に生活機能の強化に係る政策分野係る政策分野

結びつきや結びつきやﾈｯﾄﾜｰｸの強化に係る政策分野ﾈｯﾄﾜｰｸの強化に係る政策分野

圏域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ圏域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力の強化に係る政策分野能力の強化に係る政策分野

まち・ひと・しごと創生に係る政策分野まち・ひと・しごと創生に係る政策分野

・医療・福祉・教育・土地利用・産業振興

・地域公共交通・ICTｲﾝﾌﾗ整備・道路等の交通ｲﾝﾌﾗの整備 ・地域の生産者、消費者等
の連携による地産地消 ・地域内外の住民との交流・移住促進

・中心市等における人材の育成・中心市等における外部からの行政及び民間人材の確
保・圏域内市町村の職員等の交流



７７..定住自立圏形成協定定住自立圏形成協定協定項目一覧協定項目一覧
分 野 分 類 取 組 項 目

（１）生活機能の強化に係る政策分野

①医療 高度医療・地域医療ネットワークの充実

②福祉 地域福祉の充実

③教育 教育環境の充実
生涯学習の充実

④産業振興 農林水産業の活性化
商工業の活性化と雇用の創出
観光の活性化

（２）結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

①地域公共交通 地域公共交通の整備

②ＩＣＴインフラ整備 ＩＣＴインフラの整備

③道路交通網の整備 道路交通網の整備

（３）圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

①人材の育成・交流 人材の育成・交流

②外部からの人材確保 外部からの人材確保

（４）まち・ひと・しごと創生に係る政策分野

総合戦略の推進



８８..定住自立圏共生ビジョンについて定住自立圏共生ビジョンについて



９９..定住自立圏構想の推進に向けた総務省の財政措置の概要定住自立圏構想の推進に向けた総務省の財政措置の概要

１．中心市及び周辺市町村の取組に対する包括的財政措置

（１）中心市の取組に対する包括的財

政措置（特別交付税）：宇和島市
約７，６００万円
（上限）

圏域の人口、面積、周辺市町村数、
昼夜間人口比率等を勘案して算定。

（２）周辺市町村の取組に対する包括 約１，５００万円 １市町村当たり年間１，０００万
円程度を基本として、当該市町村

圏域全体で暮らしに必要な都市機能・生活機能等を確保していく取組を支援するた
め、定住自立圏形成協定を締結し、定住自立圏共生ビジョンを策定した中心市及び
その周辺市町村の取組に対して、必要な財政措置を講じる。

的財政措置（特別交付税）：松野町、鬼北町、
愛南町

（上限） 円程度を基本として、当該市町村
の人口、面積等を勘案して算定。

２．その他主な財政支援

（１）外部人材の活用に対する財政措置（特別交付税）

（２）民間主体の取組の支援に対する財政措置（特別交付税）

（３）個別の施策分野における財政措置（特別交付税）

①病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置

②へき地における遠隔医療に対する財政措置の拡充



１０１０..定住自立圏構想の推進に向けた定住自立圏構想の推進に向けた関係各省による支援策の概要関係各省による支援策の概要

総務省：
「定住自立圏構想の推進に向けた関係各省による支援策」より



参考資料①参考資料①
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参考資料②参考資料②
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